
ｉＰｈｏｎｅがマイナンバーカードとして使えるようになりますが、

運転免許証としては使えません！！

【マイナンバーカード】

※ 券面事項とは、氏名、生年月日、住所及び性別のこと

※ Ａｎｄｒｏｉｄスマホは、令和5年5月11日から既に運用が始まって
いますが、同じく運転免許証としては使えません

マイナ免許証の免許情報記録は搭載されないため、

運転免許証ではありません！

【イメージ図】

◎ 属性証明機能（ｉPhoneのみ）

・券面事項※入力補助

◎ 電子証明書機能
・署名用電子証明書
・利用者証明用電子証明書

搭載される機能

ｉＰｈｏｎｅ等のスマートフォンに、署名用電子証明書等の
情報を搭載させることで、マイナンバーカードを物理的に
持ち歩かなくてもスマートフォンで同じ本人確認が行える
ということです。

ｉＰｈｏｎｅがマイナンバーカードとして使えるとは？




